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＜区側参考資料２＞ 

 

１ 地方自治法（抜粋） 

（都と特別区との役割分担の原則） 

第 281 条の 2 都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地

方公共団体として、第 2 条第 5 項において都道府県が処理するものとされてい

る事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第 3 項において

市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市

地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が

一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。 

２ 特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域

を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第 2 条

第 3 項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。 

３ 都及び特別区は、その事務を処理するに当たっては、相互に競合しないよう

にしなければならない。 

（特別区財政調整交付金） 

第 282 条 都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並び

に特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるとこ

ろにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。 

２ 前項の特別区財政調整交付金とは、（中略：調整三税等）の合算額に条例で定

める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行すること

ができるように都が交付する交付金をいう。 

 

２ 逐条地方自治法の解説（第 282 条解説抜粋） 

都区財政調整制度の趣旨が法文上明確にされたのは、昭和 49 年の改正において

である。当時、都区財政調整制度が特別区の各年度の具体的な財政運営細部まで規

制するような形で運営されることにより、特別区の財政自主権が侵されるのではな

いか、との懸念が指摘されていた。こうした事態が生じることのないよう規定を整

備したものである。 

特別区は、直接地方交付税法の対象とはされず、特別区の行政が全体として適正

な水準を保ち得るよう、このような都区財政調整制度が設けられている。これは、 

①都と特別区の間には、一般の都道府県と市町村の間とは異なる事務配分の特

例があり、都が一般的には市が処理する事務の一部を処理していること。 

②その場合、事務に要する経費に充当するため、市町村税源をもとに都と特別

区との間の財源配分を行うべきこと。 

③税目によって、市町村税源を都と各特別区との間で分けきることとすると、

特別区間で極端な税源偏在を生じること。 

④特別区間で税源偏在が著しい税目を都と特別区の間の財源配分に用いると

ともに、その税源により財政力の異なる特別区間の財政調整を行うことが適

当であること。 

を踏まえた措置である。 
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３ 改正地方制度資料第二十五部（地方自治法改正時の自治省作成資料） 

問８８ 今回の改革後も都区財政調整制度を存置する理由如何。 

答１ 今回の都区制度改革により、原則的には、特別区が基礎的地方公共団体と位

置付けられる以上、都の内部団体的性格を表す規定は廃止し、一般の道府県及

び市町村と同様の規定を適用することとなるが、なお、大都市としての一体性・

統一性を確保する必要があることから、消防、上下水道等の事務が法令で都に

留保される等の事務配分の特例や課税権の特例（調整３税、都市計画税、事業

所税等が都税）が存続することとなる。 

 ２ この場合、大都市としての一体性・均質性の確保の観点から都に留保される

事務については本来的には市町村税をもって充てられるべき性格のものであ

るため、そのための都と区間の財源配分を適切に行う必要がある。(都と特別

区の財源配分機能） 

 ３ また、特別区の存する区域にあっては、特別区相互間に著しい税源の偏在が

ある中で大都市の一体性及び統一性を確保するためその行政水準の均衡を図

る必要がある（特別区の財源保障機能。財源調整機能） 

 ４ これらの要請を満たすためには、今回の改革後においても、都の内部団体と

しての性格を払拭する観点から見直しを行った上で、都区財政調整制度により

都区間の事務処理の特例等に応じた財源保障を講じることが適当と考えられ

る。 

 

 

４ 国会答弁（H10.4.7 衆議院地方行政委員会での自治省財政局長答弁から抜粋） 

「都に留保される事務につきましては、本来的には市町村税をもって充てられるべ

き性格のものでございまして、したがいまして、そのために都と区の間で財源配

分を適切に行う必要がございます。」［二橋財政局長（衆 H10.4.7 中島武敏）］ 

「いわゆる調整三税の調整割合を定めるということが都分と特別区分とのシェアを

分けることになるわけでございますが、これにつきましては両者間で十分な話し

合いを行って、あくまでもその基本となりますのは実際に行います事務分担に応

じてその財源の配分を行うということでございますので、そういう実際に分担す

る事務分担を前提として十分な話し合いを行っていただきたい、その結果で調整

割合を定めていくということになろうかと思います。」［二橋財政局長（衆 H10.4.7

太田昭宏）］ 

「調整三税を原資とする都区財政調整制度が、それぞれ市町村の事務を都と特別区

で分担する割合に応じて財源配分がされるわけでございまして、そういう意味で、

御指摘のとおり、都に留保される、一般であれば市町村が行う事務の財源として

この調整三税の、要するに都に留保される分がそういう財源保障の機能を持つと

いうことでございます。」［二橋財政局長（衆 H10.4.7 中島武敏）］ 
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５ 都区協議会における確認事項（H12.2.10） 

①今回財源配分に反映させない清掃関連経費については、区の財源配分に反映さ

せる課題として整理し、都の実施経費を踏まえて平成 17 年度までに協議する。 

②今後の小中学校の改築需要急増への対応について、実施状況等を踏まえて協議

する。 

③今回の配分割合は、清掃事業について一定期間特例的な対応を図ること等を踏

まえたものであり、都区双方の大都市事務の役割分担を踏まえた財源配分のあ

り方については、今後協議する。 

④都市計画交付金について、都区双方の都市計画事業の実施状況に見合った配分

が行われるよう検討する課題とする。 

⑤清掃事業の特例的な対応が終了する平成17年度の時点で配分割合の見直しを行

うことは当然として、それまでの間、大きな制度改正やどうしても対応できない

事態が発生した場合には、配分割合の変更について協議を行う。 

 

 

６ 主要５課題の整理（H18.2.16） 

１ 今後の都区のあり方について、事務配分、特別区の区域のあり方（再編等）、

税財政制度などを根本的かつ発展的に検討することとし、協議が整い次第、この

ための検討組織を都区共同で設置する。 

   都区の大都市事務の役割分担を踏まえた財源配分のあり方については、この

検討を行う中で、その結論にしたがい整理を図る。 

２ 平成 18 年度都区財政調整協議において、清掃関連経費及び小中学校改築に係

る課題を整理することとし、都は財政調整交付金とは別に 200 億円の特別交付

金を平成 18 年度に限り設ける。 

   特別区都市計画交付金については、対象事業に市街地再開発事業（再開発組合

等への助成）を追加する。 

３ 「三位一体改革の影響」への対応として都から提案された調整率の 2％アップ

（19 年度以降）については、影響の全体像を見極め、平成 19 年度財調協議にお

いて合意できるよう努力する。 

 

 


